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令和７年９月７日執行の八潮市議会議員一般選挙における当選の効力に

関する異議の申出に対する決定について 

 令和７年９月２２日付でなされた令和７年９月７日執行の八潮市議

会議員一般選挙（以下「本件選挙」という。）における当選の効力に関す

る異議の申出（以下「本件異議申出」という。）について、次のとおり決

定しましたのでお知らせいたします。 

 

【異議申出の趣旨】 

  本件選挙における当選人福野未知留（以下「当選人」という。）の当選を無効と

する決定を求めるもの。 

 

【異議申出の理由】 

  当選人は、本件選挙における被選挙権（住所要件）としての資格を欠いている 

 可能性があるため。 

 

【決定の内容】 

  本件異議申出を棄却する。 

 

【決定の理由】 

  当選人が本件選挙の選挙期日までの間、引き続き３箇月以上八潮市に住所を有

しており、本件選挙における被選挙権を有していたと判断する。 

 ※決定の詳細な内容については、市ホームページに内容を網羅したものを掲載し 

ておりますので、そちらをご覧ください。 

 

【決定年月日】 

 令和７年１２月２２日 

 



【その他】 

  この決定に不服があるときは、決定書の交付を受けた日又は公職選挙法第２１

５条の規定による告示の日から２１日以内に、文書で埼玉県選挙管理委員会に審

査を申し立てることができる。 

 

   【問い合わせ先】 八潮市選挙管理委員会 小林・藤波 

            電話 ０４８－９９６－２１１１ 内線４５１・２６４ 


